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総合資源エネルギー調査会   

原子力安全・保安部会  廃棄物安全小委員会  
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議事録  

 

 

 

日 時：平成 23 年 1 月 19 日（水）10:00～12:00 

場 所：経済産業省別館 11 階第 1120 号会議室  

議   題：  

（１）余裕深度処分施設の安全審査に向けた検討について  

（２）その他  
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○桜井統括 それでは、尐し時間が早いですが、委員の皆様方、すべておそろいですので、

始めたいと思います。ただいまから「第６回埋設処分技術ワーキンググループ」を開催い

たします。 

 本日は、お忙しい中、御出席をいただきまして誠にありがとうございます。  

 私、放射性廃棄物規制課で統括安全審査官をしております桜井でございます。よろしく

お願いいたします。 

 本ＷＧですが、平成 19 年 10 月３日の第５回以来、休会しておりましたが、余裕深度処

分に係る新しい安全審査指針などが策定されたということ等もありまして、今回、昨年 12

月の廃棄物安全小委員会におきまして立ち上げの承認を受け、石榑委員長の指名によりま

す新たな委員構成の下に再開するものであります。本日は再開後の第１回目でございます

ので、事務局から委員の皆様方の御紹介をさせていただきます。 

 まず、本ＷＧのとりまとめをお願いしております東京大学大学院教授の長﨑主査でござ

います。 

 続きまして、東京大学大学院准教授の石田委員でございます。  

 続きまして、九州大学大学院教授の出光委員でございます。  

 続きまして、京都大学大学院准教授の岸田委員でございます。  

 続きまして、北海道大学大学院准教授の小崎委員でございます。  

 続きまして、近畿大学原子力研究所教授の杉浦委員でございます。 

 続きまして、東京大学大学院教授、登坂委員でございます。  

 続きまして、山内喜明法律事務所弁護士、長屋委員でございます。 

 続きまして、日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門グループリーダーの日置委

員でございます。 

 続きまして、明星大学理工学部教授の宮脇委員でございます。  

 それと、国立環境研究所主任研究員の山田委員ですが、本日は御都合により欠席でござ

います。 

 以上の 11 名の委員の皆様方にお願いを申し上げております。 

 それでは、議事に先立ちまして、早速でありますが、本ＷＧの長﨑主査から一言御挨拶

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○長﨑主査 ただいま御紹介いただきました本ＷＧの主査を務めさせていただきます長﨑

でございます。 

 本ＷＧは余裕深度処分ということで、高レベルにもつながっていく非常に重要な概念の

ものでございますので、重要な議論がいろいろとあろうかと思います。これから月１回程

度の頻度で議論をさせていただくことになると思いますけれども、委員の皆様方におかれ

ましては、よろしくお願いいたします。 

○桜井統括 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、核燃料サイクル担当審議官であります根井から一言御挨拶を申
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し上げます。 

○根井審議官 皆さん、おはようございます。原子力安全・保安院で核燃料サイクル担当、

この放射性廃棄物の安全規制を含めて担当しております審議官をしております根井でござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

 本日は、年明け早々の御多忙の中、御出席をいただきまして、大変ありがとうございま

す。 

 このＷＧは、先ほど桜井の方からも御紹介申し上げましたけれども、３年３か月ぶりぐ

らいになるんでしょうか、19 年の４月にもともとは廃棄物安全小委員会の下に余裕深度処

分技術ＷＧとして立ち上げられたという経緯がございます。その後、先ほど長﨑先生の御

挨拶の中にもありましたが、高レベル放射性廃棄物との関係ということも意識されたとい

うことだと承知しておりますが、その検討も併せて行う場ということで、埋設処分技術Ｗ

Ｇと名前を変えて、たしか 19 年の 10 月が最後だったですか、その議論の結果を踏まえて、

これまた後ほど担当の方から御紹介申し上げますが、20 年の１月には「低レベル放射性廃

棄物の余裕深度処分に関わる安全規制について」という報告書を１つまとめていただいて

ございます。 

 低レベル放射性廃棄物につきましては、これも先ほど桜井が一言触れましたけれども、

昨年の８月に原子力安全委員会の方で、放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方

というものに余裕深度処分の処分概念を加えた形で、改めて新しく「第二種廃棄物埋設の

事業に関する安全審査の基本的考え方」という指針を策定していただいてございます。こ

のように、余裕深度処分について、そろそろ事業者の方で申請を行える基盤が着々と整え

られてきているということだと思っております。 

 こうしたことから、先ほど御紹介しました平成 20 年の１月にとりまとめられた報告書の

中で、これも後ほど御紹介しますが、引き続き検討が必要だとされている事項がございま

すし、また、新しく定められました指針の内容について、規制行政庁として補完しておく

ことが望ましいと思われる事項につきましては、申請がなされて安全審査を行うというタ

イミングの前までには、しっかりと準備をしておくことが大事かと思います。  

 このために、昨年の 12 月に小委員会の方で当ＷＧを再度立ち上げることを御了解いただ

きまして、先ほど御紹介させていただいた、ここにお集まりと、あと、今日御欠席の一方

を含めて、11 名の委員に、幅広い知識、知見をおかりして検討していただいて、しっかり

とした、また実効性のある審査基準を速やかに作っていきたいということでございます。 

 本日は、当ＷＧの初回の会合でありますし、この放射性廃棄物の安全規制、宿命的とい

うんでしょうか、比較的時間をかけながらも積み上げて準備をしていくということですの

で、３年３か月ぶりの再開ということですが、これまでのいろんな経緯といいますか、も

う既に定められている幅もありますし、そうしたことも含めて、後ほど担当の方から、し

っかりとこれまでの経緯を含めて御紹介申し上げますので、また余裕深度処分の検討課題

として私どもが認識していることについても、今日、提示させていただきますので、先生
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方から忌憚のない御意見をいただいて審議を進めていただければと思います。よろしくお

願い申し上げます。 

○桜井統括 ありがとうございます。 

 それでは、これからは長﨑主査に議事進行のほど、お願いいたします。  

○長﨑主査 それでは、私の方で議事を進めてまいりたいと思います。  

 まず、定足数の確認と配付資料の確認を事務局からお願いいたします。  

○桜井統括 本ＷＧの定足数につきましては、総合エネルギー調査会運営規程上、全委員

の過半数となっております。本日は 10 名の委員の出席をいただいており、定足数６名を満

たしておりますので、本ＷＧは有効に成立いたしております。 

 続きまして、配付資料の確認ですが、まず、議事次第と、その裏に配付資料一覧があり

まして、その次に委員名簿がありまして、次に資料１「余裕深度処分施設の安全審査に向

けた検討について」。 

 資料２「余裕深度埋設の概要」。 

 資料３「余裕深度処分に対する安全規制の概要」。 

 資料４「『第二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査の基本的考え方』の概要」。  

 資料５「今後検討いただく項目について」。 

 それと、常備資料といたしまして、紙ファイルに参考資料を用意させていただいており

ます。適宜御参照していただければと思います。 

 資料の抜け落ち等ございましたら、事務局までお願いします。  

 以上です。 

○長﨑主査 どうもありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。それでは、議事を進めてまいりたいと思います。まず最初に、資

料１「余裕深度処分施設の安全審査に向けた検討について」、事務局より御説明をお願い

いたします。 

○桜井統括 それでは、資料１の「余裕深度処分施設の安全審査に向けた検討について」、

廃棄物安全小委員会というものですけれども、これは昨年の 12 月 13 日に廃棄物安全小委

員会で御承認いただきました本ＷＧの設立の趣旨紙でございます。 

 簡単に御紹介いたしますが、まず「１．目的」のところでございます。これにつきまし

ては、廃棄物安全小委員会で 20 年１月に「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に係る安

全規制について」というものをとりまとめておりまして、その中で安全規制制度の在り方

等を示しておりますが、その結果に基づいて必要な省令改正を行っております。  

 この省令改正は、例えば、第一種廃棄物埋設とか、第二種廃棄物埋設の規則というもの

を追加したこととか、余裕深度処分の規定を新たに盛り込んだというようなことでござい

ます。 

 また、本年というのは 22 年で、昨年になりますけれども、４月に、原子力安全委員会で、

先ほど御紹介ありましたけれども、余裕深度処分に関する「管理期間終了以後における安
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全評価の基本的考え方」というものがとりまとめられております。その結果を基にしまし

て、昨年の８月に余裕深度処分の概念を盛り込んだ「第二種廃棄物埋設の事業に関する安

全審査の基本的考え方」、いわゆる「新指針」と言っておりますけれども、これが委員会

決定されたわけであります。 

 こういった過程の下に、今後、私どもが安全審査を行うに当たりまして、規制行政庁と

して今後も検討が必要とされたというような事項もあるものですから、この小委員会にお

いて検討を行うものであります。 

 「２．主な検討課題」のところですが、20 年１月の報告書並びに新指針の内容を踏まえ

まして、以下の検討を中心に行うということであります。  

 なお、審議過程によっては追加の議題もあり得るということであります。３つほどあり

まして、１つが記録保存のあり方、２つ目がモニタリング、サーベイランスのあり方、３

つ目が施設確認のあり方であります。 

 記録の保存のあり方につきましては、例えば、保安院に提出される事業許可申請書であ

るとか、事業者で取っていただく放射線管理記録、埋設の記録、こういった記録について

の保存をどういうふうに行っていくべきかというものであります。 

 ２つ目がモニタリング、サーベイランスのあり方ですが、モニタリングというのは、IA

EA の DS357「放射性廃棄物処分施設のモニタリングとサーベイランス」（安全指針）など

では線量の測定というような定義をされておりまして、サーベイランスにつきましては、

健全性を確認するための物理的な検査というような定義がなされておりますが、操業前、

操業中、閉鎖後、こうしたときのモニタリング、サーベイランスのあり方はどういったも

のにするべきかということであります。 

 ３つ目は施設確認のあり方ということで、施設確認につきましては、事業許可後の後段

規制ということになりますけれども、その施設が基本設計方針どおりに必要な性能を満足

しているかどうか、こういったことの施設確認のあり方について検討していくということ

であります。 

 「３．検討の進め方」ですが、先ほど御紹介いただきましたけれども、「埋設処分技術

ＷＧ」は３年前に一旦休会になっておりましたが、これを再度立ち上げまして、石榑委員

長の御指名の下に、長﨑委員を主査とする新たな委員構成により再開するというものでご

ざいます。 

 最終的には報告書をとりまとめることにしております。 

 資料１につきましては、簡単ではございますが、以上です。  

○長﨑主査 どうもありがとうございます。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、お願いいたします。よろし

いでしょうか。どうもありがとうございます。 

 それでは、続きまして、資料２に基づきまして「余裕深度埋設の概要」につきまして、

電気事業連合会の方より御説明をお願いしたいと思います。  
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○電事連（仲神様） 私、中部電力の仲神と申します。電気事業連合会でこちらの方のと

りまとめをしてございます。よろしくお願いいたします。  

 説明は、同じものをスクリーンに映してございますので、スクリーンの方もごらんいた

だきながら説明させていただきたいと思います。資料２に従って説明いたします。  

（ＰＰ） 

 １枚めくっていただきまして、２ページですが、私ども電気事業連合会におきましては、

日本原子力発電東海発電所の解体工事その他を踏まえまして、余裕深度埋設の検討をこれ

まで進めてきております。 

 また、日本原燃におきましては、こういった余裕深度埋設の技術的な成立性を確かめる

ため、平成 13 年から５年ほどかけまして、日本原燃の敷地を使いまして調査をしてまいり

まして、平成 18 年９月にその結果をとりまとめて公表してございます。この中身につきま

しても、本日、御説明いたします。 

 また、昨年８月に原子力安全委員会で新指針が決定されておりまして、それを踏まえた

検討を実施しているところでございます。 

（ＰＰ） 

 まず最初に、対象廃棄物ですが、４ページに概要を示してございます。まず、発生して

くる施設といたしまして、商業用の原子力発電所、廃止措置プラント３基と、それから、

運転中プラント 53 基がございますが、この 56 基から、運転、それから、解体で発生いた

します廃棄物のうち、余裕深度埋設対象物すべてを対象といたします。  

 左に絵が描いてございますが、炉内構造物、ＢＷＲのチャンネルボックス、制御棒、Ｐ

ＷＲのバーナブルポイズン。それから、原子炉水の浄化系で出てまいります使用済樹脂、

それから、使用済燃料の再処理、それから、ＭＯＸ加工施設から発生いたします、日本原

燃の施設から発生いたします、このレベルの廃棄物をすべて対象にして考えてございます。 

 これらの廃棄物処分に際しまして、切断等の処理を行いまして、今度は緑色の真四角の

処分容器を開発中でございますが、これらの中に収納いたしまして埋設処分することを考

えてございます。この容器の仕様は後で御説明いたしますが、厚さ５cm、外の放射線のレ

ベルを下げるために、内側に鉄の遮へいを必要に応じて入れる。蓋は溶接またはボルト締

めで締めつけるというふうに考えてございます。 

 これら廃止措置プラントと運転プラント合わせて 56 基を全部埋設しようとしますと、全

部で３万 5,000t ぐらいの廃棄物がございまして、廃棄体の数にして２万 8,000 個ぐらい、

これが全体像でございます。 

（ＰＰ） 

 放射性廃棄物の放射能濃度をこの表に示してございます。埋設申請をするに際しまして

の申請用の核種を現在検討中でございますが、一例をここに記載してございます。ＢＷＲ

の制御棒、炉内構造物、ガス炉の黒鉛ブロック、再処理廃棄物、チャンネルボックス、バ

ーナブルポイズンですが、代表例を一例として示してございます。平均的な値として Bq/t



 

 - 7 - 

ということで、先ほどの廃棄体を仕上げた状態での Bq/t という表現をしてございます。右

側に浅地中の濃度上限値、それから、１種埋設と２種埋設との区分値を比較で示してござ

います。これは上限値になってございまして、左側は平均的な値ということで、浅値中の

濃度上限値もすべて下回っているような形になってございますが、平均値でございます。 

（ＰＰ） 

 １枚めくっていただきまして６番ですが、埋設するに際しまして、廃棄体を仕上げる必

要がございますが、基本的な流れとしましては、現在、六ヶ所の埋設センターで浅地中埋

設を行っております仕方と変わってございません。上段が放射化金属、下段が使用済樹脂

となってございます。放射化金属、制御棒等は現在発電所で水中に保管してございますの

で、これを切断、それから、乾燥等の処理を行いまして、処分容器の中に入れ、蓋を締め、

完成させる。発電所で汚染がないこと、それから、廃棄確認等の検査を行いまして、処分

場に輸送する。処分場でも、廃棄体の照合ですとか、現在行っているような検査を想定し

た設計をしてございます。 

 使用済樹脂の方も、原子炉水浄化系の樹脂を専用のタンクに保管してございますが、こ

れを抜き出してまいりまして、脱水処理、それから、固型化。固型化につきましては、方

法、それから、要否につきましては検討中でございますが、一例としまして、セメント固

化するような例をここで書いてございます。脱水処理しまして固型化する。同じように、

仕上げましたら、廃棄確認の検査を行いまして、埋設センターに輸送するという流れを考

えてございます。 

（ＰＰ） 

 次が、処分場の設計に向けた調査でございます。地質環境調査ということで、資料ナン

バー８番。冒頭申し上げましたように、余裕深度埋設といいますのは、これまでの浅地中

処分から変わった新しい埋設方法になりますので、その技術的な成立性を見極めるためと

いう意味で、平成 13 年から５年ほどかけまして、日本原燃の濃縮埋設事業所の敷地を使い

まして、地質、地下水、地盤に関する調査を実施してまいりました。下に項目が書いてご

ざいますが、地質調査としまして、高透水部がないか。地下水の調査としまして、流速、

水質。地下に空洞を設置しますので、この空洞の安定性、そういったことを見極めるとい

うことで、実際に掘ってみまして調査を進めてまいりました。  

 右側にトンネルの絵が描いてございます。一番大きいもので、縦横 18m×16m、小さいも

ので２m、全部で４本ほどのトンネルを掘って調査しました。 

 それから、地表面の方からは、左の絵に描いてございますが、ボーリング調査、弾性波

探査、沼の音波調査、比抵抗探査ということで、地下構造、地下水の水質の測定をこうい

ったボーリング調査等で実施してまいりました。 

（ＰＰ） 

 調査結果としまして、この場所におきましては、第三紀層が広く分布しておりまして、

とりわけ早く移動するような断層は存在しない。 
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 それから、地下水の流速は年間 10cm。それから、腐食性物質というような地下水成分は

存在しない。 

 地盤の調査としまして、縦横 18m×16m の空洞を掘りましたが、変形は１cm 程度と、力

学的に安定な空洞が構築できるということで、この調査結果を基に、実際に基本設計を現

在進めているところでございます。 

 下に小さく書いてございますが、日本原燃のホームページにも調査結果を詳しく掲載し

てございます。 

（ＰＰ） 

 実際に現在進めてございます埋設施設の検討状況を資料ナンバー11 番で御説明いたし

ます。左上に長いトンネルがありますが、こういったパネルを設置いたします。パネルの

断面が下に描いてございまして、廃棄体を横に５個、上段に４段、奥行き７個ということ

で、140 個入る部屋を１つの単位としまして、トンネルを形成していく。トンネルの長さ

は、長いもので 250m、短いもので 150m ぐらいの規模でございまして、先ほどの廃棄体２

万 8,000 個を全部埋めますと、部屋の数として大体 230 個強、パネルの大きさとして、80

0～400m ぐらいの地下パネルが形成されるというふうに見込んでございます。埋設空洞は

廃棄体の周りを人工バリアと称しまして、モルタル、ベントナイト等で巻きまして、廃棄

体の周りは鉄筋コンクリートでピットでやる、トンネルの周りはベントナイトを配合しま

した土砂で最終的に充填するという構造を考えてございます。  

（ＰＰ） 

 発電所から埋設施設に廃棄体を輸送してくるわけですが、廃棄体の表面線量率は、これ

までのドラム缶と比べまして高く設定してございます。したがいまして、使用済燃料を入

れるようなキャスクに入れて輸送してまいります。１個のキャスクに２個入るような設計

を考えてございますが、送られてきますと、キャスクから廃棄体を取り出しまして、受入

検査。検査が終わりましたのは、一旦、一時貯蔵室に保管いたしまして、１部屋単位ぐら

いたまりましたら、下の地下の空洞にトラックで運んでいく。ピットの上にクレーンを走

らせまして、遠隔でピットの中に埋設していくということを考えてございます。基本的に

これらの作業は遠隔操作というふうに考えてございます。 

（ＰＰ） 

 この空洞の建設、それから、操業のイメージを 13 番の資料で書いてございまして、建設

期間と管理期間ということで、管理期間以降は、後で出てまいりますが、作業としまして

建設と管理期間に大きく分けられるということで、事業許可をいただきまして、最初に廃

棄体を受け入れるまでの期間を建設期間と定義いたしました。  

 下に図がございますが、地下に空洞を掘りまして、廃棄体を受け入れられる状態にする

のが建設期間ということで、トンネルの掘削、ピットの構築、それから、側部の低拡散層

を施工するまでが受入れまでの準備ということで、１本分のトンネルの準備が整いますと、

廃棄体を埋設し始めるということです。 



 

 - 9 - 

 埋設し始めた状態が下の赤色になっていまして、この赤色の部分は管理区域の設定エリ

ア。埋設を進めながら更に次の準備を進めていく必要がございますので、空洞の掘削して

いるエリア、それから、埋設ピットを準備しているエリア、こういったことが並行作業で

行われるということで、操業と建設が並行で行われるようなイメージととらえていただい

てよろしいと思います。 

 廃棄体の定置が終わりますと、中をモルタルで充填いたしまして、残った上部ピットの

低拡散層の施工ですとか、上部の低透水層、側部の低透水層等を施工いたしまして、最終

的にトンネル１本分をまとめて、トンネルを充填というふうにいたします。  

 トンネル１本分の充填が終わりましたのが一番右の上のネズミ色のところでございまし

て、ここまで行きますと、管理区域を解除します。次のところがまた埋設が始まっており

まして、ここが管理区域設定状態ということで、全部ネズミ色になりましたら、最終的に

パネル全体を通路を含めまして坑道の埋戻しを地表面まで仕上げます。この状態が済みま

すと埋戻しが終了ということで、それ以降は地表面での管理期間ということで、モニタリ

ング、安全レビュー等を進めていく期間となると思います。  

（ＰＰ） 

 この資料は、今の作業の流れと連動いたしまして、管理期間、それから、管理期間後で

具備しておくべき安全機能を整理したものでございます。管理期間を２つに分けまして、

今の坑道の埋戻しまでと、それから、埋戻しが終わりまして事業終了するまでの数百年の

期間、事業終了以降というふうに分けてございます。黄色の受入れから坑道埋戻しまでの

期間といたしましては、保全管理として周辺監視区域への立入制限等を行いつつ、要求し

ます安全機能としまして、遮へい、閉じ込めという２つの機能になると考えてございます。

遮へい機能は廃棄体、地上の附属施設、埋設設備で対応いたします。閉じ込め機能は廃棄

体と埋設設備で対応いたします。地表面までの埋戻しが終わりますと、次は移行抑制とい

う機能に安全機能を委ねます。これは廃棄体と埋設設備と天然バリアということで、新た

に天然バリアが加わってまいります。管理期間終了後は、深度ということで、離隔機能を

安全機能として期待するという流れになるのかなと考えてございます。  

（ＰＰ） 

 次は、処分容器の検討状況でございまして、16 番目の資料で説明いたします。現在、私

どもでは、処分容器のモックアップを実際につくってみまして、先ほどの内側に放射線レ

ベルに応じて遮へい体を入れるとか、そういう説明をいたしましたが、実際につくってみ

まして、これらの処分ができるのかどうかという検討もしております。  

 廃棄体の仕様を御説明しますと、重量としまして最大で 28t。これは仕上げた状態でご

ざいまして、内側の遮へい、それから、廃棄物等を含む総重量でございます。材質は炭素

鋼を想定してございまして、蓋は溶接またはボルト締め。寸法は、縦、横、高さ 1.6m、ま

たは背の低い 1.2m、この２種類を考えてございます。処分容器の肉厚としては５ cm 程度を

考えておりますが、必要に応じて内側に遮へいを入れる。表面線量率はマックス 500mSv/h
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ということを設計で想定しております。 

 高さとして、右に写真がございますが、人の丈ほどの非常に大きなものでございます。 

（ＰＰ） 

 次のページは、この処分容器を上から見た写真でございまして、追加遮へい体と書いて

ございますが、内側に遮へい体を入れてみた写真を掲載してございます。本体そのものは

4.6t で、蓋が 1.4t、追加遮へい体が放射能レベルに応じて変わりますが、重いもので 15t

程度あるというものを想定してございます。 

（ＰＰ） 

 このように非常に重い廃棄体でございますので、発電所、それから、処分施設で万が一

にも落下をするような事象が発生しましても、中の放射性物質が外に出てきまして安全上

問題になるような事象を引き起こさないかどうかということを検証するために、落下試験

というものを行ってございます。一番厳しい条件で、こういった廃棄体のコーナーのとこ

ろを目掛けて落としたわけですが、一番重い 28t、それから、もう一個、20t、これはもし

失敗したときの代案を考えておりましたので、軽いものを一回行いましたが、３回行いま

して、いずれも貫通き裂を引き起こさないということで、内包する放射性物質が外に散逸

する事象には至らないという見通しをこの試験結果で得ております。 

（ＰＰ） 

 右側に書いてございますが、ドイツのベルリンにあります国立研究所、 BAM と言ってお

りますが、材料試験研究所にお願いいたしまして、ベルリンの郊外の専用の試験施設でド

イツ国の検査機関に試験をしていただいております。落下して当たったところの写真が左

に載っておりますが、若干変形はしてございますが、貫通き裂には至らず、ソープバブル

テストでもリークに至っていない、貫通き裂はないということで、現在進めている設計で

廃棄体として仕上げられるという見通しを得ております。  

（ＰＰ） 

 そのまとめが 20 ページに書いてございまして、そういった結果を得ておりまして、一番

下のポツですが、試験結果につきましては、ここに記載の国際学会等で既に発表してござ

いまして、専門家のレビュー等を受けて検討を進めている状況でございます。  

（ＰＰ） 

 以上、簡単でございますが、日本原燃と一緒になりまして余裕深度埋設の基本設計を進

めているところでございまして、その状況について、本日、概要を説明させていただきま

した。 

 以上です。 

 済みません。先ほどの埋設施設の 13 番の絵ですが、これはポンチ絵の流れ図で説明しま

したが、一般的にわかりやすくイメージをとらえていただきたいと思いまして、漫画をつ

くってございますので、２～３分でございますが、スクリーンの方でその漫画を紹介した

いと思います。 
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○電事連（京谷様） それでは、ＣＧを簡単に御紹介します。 

 まず、埋設空洞の方の掘削が終了しましたら、人工バリアの施工の前に周辺の埋戻しを

先行で行います。その後、底部の低透水層、底部の低拡散層、コンクリートピットの構築

を行います。ピットの施工が終わりましたら、今度、側部の低拡散層の施工を行います。

ここまでは通常の土木工事と同じものになります。 

 ここからが、今度、廃棄体の搬入からの流れに沿って御説明いたします。管理建屋の方

に、まず、輸送容器に入れられた廃棄体を受け入れます。輸送容器の緩衝体を取り外しま

して、ここから先のプロセスの中で廃棄体を輸送容器から取り出します。まず、ボルトの

取り外しを行います。ここから蓋の取り外しを行います。  

 ここからが遠隔作業になってございます。廃棄体を取り出しまして、輸送時に廃棄体に

対して異常がなかったかどうかということを外観検査を行います。検査が終わりますと、

管理建屋の地下階にも予定しています貯蔵エリアの方で一次貯蔵をかけます。地下の１区

画分 140 体ほどがそろいましたら、その段階から払い出しを行っていく。遮へい機能のつ

いた構内輸送車両に積込みを地下階で行うということを今のところ考えてございます。  

 輸送車両の方は、アクセス坑道を下りてきまして、埋設空洞のところで荷卸しを行いま

す。遮へい扉を開けた段階から遠隔操作になってございます。あと、クレーンで所定位置

に定置しまして、所定の個数の定置が終わりますとモルタル充填を行う。各区画の充填す

べてが終わりますと、人工バリアの構築ということで、側部の低透水層、あと、上部のコ

ンクリートピット、低拡散層、上部の低透水層、埋設空洞の埋戻しと、こういった構築手

順で、次にまた隣のトンネルを行うということで繰り返し作業を行います。  

○長﨑主査 ありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、お願いいたします。  

 出光委員。 

○出光委員 ４ページ目の容器がありますけれども、蓋の部分が溶接またはボルト締めに

なっているんですが、ボルト締めのときは、パッキン部とかはどういう形で考えられてい

ますか。水密、気密についてお願いします。 

○電事連（仲神様） これまで検討してまいりましたが、溶接部につきましては、規格、

それから、仕上げもほとんど完了して、民間規格までつくり上げておりますが、ボルトに

つきましては、代案として今、位置づけてございます。水密性がどれぐらいあるのか、あ

るいはボルトで今の落下にもつことも検証する必要がございますので、これにつきまして

は、代案ということで位置づけてございます。溶接につきましては、規格まで仕上げてご

ざいます。そういうふうに扱ってございます。 

○出光委員 わかりました。 

○長﨑主査 よろしいでしょうか。そのほか、ございますでしょうか。  

 杉浦委員。 

○杉浦委員 近大の杉浦ですが、16 ページの処分容器のところで、表面線量率が 500mSv/
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h ということで、中に入れているものは放射能の量で決まっていると思うんですけれども、

追加遮へいをする、しないというところで、この 500mSv/h が出てきて、その基準の考え方

と、それから、追加遮へいがどうだという、そこら辺の考え、何でこういう数字になって

いるかというところを教えていただければと思います。 

○電事連（仲神様） 対象廃棄物にはいろんな種類のものがございまして、再処理から出

てきますα線が高いもの、それから、γ線自体が非常に高いもの、そのγ線にも強度の高

低がございます。基本的な発想といたしましては、発電所で取り扱うことができる大きな

サイズのものにしたい。これまでの丸いドラム缶では効率が悪かろうということで、極力

サイズは大きくしたい。一方、運ぶのにキャスクが必要ですが、キャスクを既設の発電所

に使えること、それから、道路を運搬するにもサイズには限界があるということ、キャス

ク、それから、処分容器を大きくしたいというものをもろもろ考え併せまして、1.6m とい

うものを出したわけですが、処分容器の肉厚を一律に厚くしてしまいますと、もったいな

い部分も出ますので、最低、先ほどの落下に耐えるですとか、そういった最低限の要件と

して５cm としてあります。 

 それから、遮へいにつきましては、輸送上の線量基準のこともございますので、表面２m

Sv/h を担保できることを想定してございますが、キャスクだけで線量を稼ぐには廃棄体が

小さくなってしまうということで、この遮へいは、処分容器と両方で具備するということ

をもろもろ考え併せた結果の最適値として 500mSv/h と。ただ、何もしないで 500mSv/h が

切れるものもありますが、例えば、制御棒のようなものは放射線量高いですので、一部の

ものにつきましては、追加遮へいを設けて 500mSv/h 以下にするようにします。総合的に考

え併せた結果の設定でございます。 

○長﨑主査 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 そのほか、何か御質問ございますか。 

 岸田委員。 

○岸田委員 13 ページ等の説明ですと、建設と管理期間というふうに基本的に分けて考え

るということなんですけれども、御説明でもあったように、埋め戻されているのと、建設

しているのとが混在する時期があると思うんです。そのときは、やはり別途考えるような

ことをされた方がいいのではないか。例えば、重機等が動いていて、建設資材等が入って

くるのと、廃棄体を持ってくるアクセストンネルは１つでいいのか、あるいは２つ要るの

か。余り掘ってしまうと地盤を改悪してしまうこともありますし、もともと一方では埋戻

して水を止めているような感じですけれども、片一方ではまた空洞を掘っていくんで、水

を動かすことになります。その辺のところは取り合いも含めて今後検討されていかれた方

がいいんではないか。もう一つのフェーズがあるような気がするんです。  

○電事連（仲神様） 一番右の絵にアクセストンネルを１本描いてございますが、これは

ポンチ絵で描きましたけれども、実際には２本掘ります。廃棄体を運ぶための専用道路と、

建設用の専用のトンネルを２本掘りまして、行き来が錯綜しないように行うということを
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考えております。それから、廃棄体は、こっちから順番にこういうふうに来るわけですが、

建設はこっちの方から順番に行くとか考えてございまして、工事が錯綜しないように、道

路も工夫して進めていくつもりで考えてございます。 

○岸田委員 もう一点は、埋め戻したりすると、水を止めてしまうような形になりますよ

ね。そういうダムアップするような感じにはならないと思うんですが、いかがでしょうか。

また一方で、掘削するということは、水を抜いてしまうところがあるので、その辺の相互

作用は、よく考えてやられた方がいいかなと思います。 

○電事連（京谷様） 例えば、これはちょうど埋戻しが終わった状態になります。ただ、

周りがまだ空いている状態で、放射性物質が本当に漏れていないかという、閉じ込め機能

の確認は何らかの形でしなければいけないという議論がございます。その場合には、逆に

中から漏出水を拾って、その水質から漏れていないかどうかの確認を行おうということを

今、考えていますので、この時点で、すぐにウォータータイトになるような状況にはなら

ないだろうというふうに、今のところは考えています。おっしゃるとおり、今度、こちら

側は空いていますので、こっちからこういう形で水が流れないかとか、そういうのも当然

検討の対象になると考えてございます。 

○長﨑主査 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 そのほか、ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、どうもありがとう

ございました。 

 それでは、続きまして、資料３「余裕深度処分に対する安全規制の概要」ということで、

事務局より御説明をお願いいたします。 

○須之内班長 それでは、資料３に基づきまして「余裕深度処分に対する安全規制の概要」

の御説明をいたします。 

 施設につきまして、今ほど事業者から御説明ありましたので、規制の概要ということで

の説明になります。 

 まず、２ページ目のところでございますが、廃棄の事業ということで「放射性廃棄物処

分の分類」についての記載がございます。今回御検討いただきますのは、２ページ目、中

ほどにあります、緑でハッチングしておりますが、第二種廃棄物埋設に係る検討でござい

ます。ただ、廃棄の事業そのものにつきましては、廃棄物埋設と廃棄物管理という事業が

ございます。廃棄物埋設につきましては、発電所等で発生しました、あるいは再処理施設

等で発生しました廃棄物を埋設するという事業でございまして、廃棄物管理につきまして

は、海外などから返還されてきましたガラス固化体等を、地層処分施設ができるまでの間、

管理しておく施設といったものを建設、管理するということでございます。第一種廃棄物

埋設、第二種廃棄物埋設は、政令で濃度上限値というものが決められておりまして、濃度

上限値で区分されているものとなってございます。濃度上限値については、後ほどまた御

説明をいたします。 

 ページをめくっていただきまして、３ページでございます。「放射性廃棄物処分の深度
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の相違」ということで、今回、第二種廃棄物埋設の中でも余裕深度処分というものは 50m

よりも深いところに埋設をされるということが書いてある図でございます。それよりも浅

いところ、浅地中処分のうち、ピット処分とトレンチ処分といったものがある。これは廃

棄される廃棄物の放射能濃度によって、地上付近にコンクリートピットを建設して埋設す

る処分と、トレンチ処分といいますのは、素掘りにした穴の中に、コンクリート殻のよう

なものをイメージしていただくとよろしいのかと思いますが、袋詰めした、そういったも

のを埋設するというものでございます。 

 図の中ほどに、ウラン廃棄物、ＴＲＵ廃棄物、研究施設等廃棄物、発電所廃棄物とござ

いますが、これはおのおの、例えば、発電所廃棄物、研究施設等廃棄物であれば、余裕深

度処分まで、つまり、第二種の廃棄物埋設ということで処分される。ＴＲＵ廃棄物、ウラ

ン廃棄物であれば、第二種、第一種両方に埋設される可能性があるということを記載して

ございます。 

 ちなみに、研究施設等廃棄物とかウラン廃棄物については、今、まだ検討がなされてい

るところでございます。 

 次に、４ページにまいりまして、「『余裕深度』の考え方」でございます。余裕深度と

いう考え方、どうして「余裕深度」という言葉なのかということでございますが、通常の

地下利用を考えたときに、地下を掘削していっても、なお埋設地に届かない、埋設地まで

十分余裕がある深度ということを目指して、50m 以深、一般的な地下利用に対して、十分

余裕を持った深度という概念で余裕深度処分施設という言い方をしておるものであります。

大体、地下鉄とか、そういったものでも、茶色でハッチングした図などを見ていただきま

すと、20～ 40m の間とか、下水道でも 40m ぐらい、共同溝も 40m ぐらいのところに埋設と

いうことで、通常の地下利用であれば、施設までは届く距離ではないということでござい

ます。 

 次に、５ページに行っていただきまして、「埋設施設の安全規制の流れ」を、こういう

形でわかりやすく説明できるかなということで用意をしてみました。第二種の廃棄物埋設

施設に関しましては、基本設計、青でハッチングしてあるところ、事業者から基本設計に

係る事業許可申請というのが出てまいりまして、これを受けて保安院は審査を行い、事業

許可をする。事業許可申請がなされた後は、事業者は詳細設計を行い、建設、操業という

段階を経ていきます。詳細設計を行うに当たりましては、施設確認という行為が発生して

おりまして、事業者から施設確認申請書というものが保安院に提出され、保安院はこの申

請を受け、施設確認という行為を、建設中、あるいは操業中の各ホールドポイントにおい

て行います。ここで技術基準の確認等を行っていくということでございます。建設をしな

がら操業を行うということは、事業者からただいま説明ございましたが、そういう形態に

なっておりますので、ここは斜め線で操業と建設がリンクしていることをあらわした図に

なってございます。 

 矢印で施設完成と書いてございますが、廃棄物埋設施設というのは、廃棄物の定置がす
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べて終わりまして、埋戻しが終わった段階で施設完成となりますので、ここで施設完成と

書いております。この後、埋戻し後の管理ということで、管理期間に入ってまいります。

管理期間が十分過ぎて、廃棄物の放射能レベルの減衰等があり、管理を終了していいとい

う段階まで来ますと、廃止措置計画の認可というものが事業者から提出されまして、廃止

していいかどうかということを保安院で検討し、廃止しても問題なかろうということであ

れば、廃止措置の終了確認ということで廃止措置がなされます。これが安全規制の流れと

いうことで記載したものでございます。 

 それから、６ページでございますが、「炉規法令における余裕深度処分の定義」と書い

たところです。中ほどの表でございますが、これが政令濃度上限値と先ほど申しましたも

のでありまして、C-14 からα線放出核種まで、こういった核種につきまして、放射能濃度

というのを決めてございます。この放射能濃度を超えたものが一種の廃棄物埋設というこ

とで、地層処分。それ以外のものが二種の廃棄物埋設ということで分類されております。

余裕深度処分につきましては、二種の廃棄物埋設に分類されるものということで御紹介を

申し上げているページであります。 

 ページをめくっていただきますと、７ページでございます。「廃棄物埋設に係る原子炉

等規制法令の構成」ということで、法律から政令、省令、告示、大臣訓令・内規とござい

ますが、先ほど事業者からの許可申請というのは、事業許可申請ということで、法律で許

可を受けなければならないという条文がございまして、こちらで許可申請が出てくる。我

々は審査するときには、例えば、許可を申請するときには、こういった資料を添付しなけ

ればいけないとか、こういった要件を満たさなければいけないといったことがこの法律の

下に、政令とか、省令とか、告示とかいったところに記載がありまして、それを示した図

としております。今回、このＷＧで、私どもがそういった許可申請が出てきたときに審査

するための審査基準といったものをある程度先生方に御検討いただこうと思っております

が、それは一番下の大臣訓令・内規といったところに審査基準と書いてございますが、こ

のところを御検討いただこうと思っているということで示した図でございます。  

 それから、今まで説明したところ、安全規制の一連の流れとして示したものが８ページ

になってございます。一番上の計画と書いたところ、事業者から事業許可申請が出され、

保安院はこれを受けて安全審査を行い、安全審査の結果、問題ないとしたときは、安全委

員会に対して諮問を行います。安全委員会は、諮問されたものに対して審査を行い、これ

で問題がないとなれば、保安院に対して答申が返ってくる。この答申を受けまして事業許

可申請を行うということでございます。青でハッチングしてあります原子力安全基盤機構

というところですけれども、ここは私どもが安全審査を行うときに技術的な知見について

バックアップを行ってもらうということで、例えば、事業者の申請に記載されております

ような解析結果等について、余りおかしなものでないかどうか、クロスチェックをしても

らうとか、そういったバックアップを受けるということで、ここに基盤機構の記載がござ

います。 
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 それから、建設段階にまいりますと、埋設施設の確認申請、これは先ほど説明した施設

確認申請が出てまいりまして、私どもは建設中から施設の確認を行うということで、確認

行為につきましても、安全基盤機構にも一部お願いをしていて、一緒に確認を行うという

ことになります。 

 それから、保安規定認可申請というのが建設の中ほどのところにございますが、保安規

定というのは、放射性廃棄物、放射能を含んだような廃棄物が施設に入ってきますときに

は管理しなければならないということで、管理についた内容等を定めたものが保安規定と

いうもので、これは事業者が持つものでございますが、この保安規定の内容がこれで十分

かどうかということを審査して認可をするという行為がございます。 

 その後、操業、埋戻し、廃止措置とございますが、操業段階では、廃棄体、先ほど事業

者側から説明があった廃棄体の確認です。中にちゃんと定められたものが入っているとか、

こういう確認を行う。 

 埋戻し後の管理というところにつきましては、埋め戻す前と埋め戻した後では当然管理

の方法が違ってきますので、管理についての記載があります保安規定の変更の認可が必要

になるということを記載したものであります。 

 そして、最後、管理期間が終了して、もう廃止していいと思いますということを事業者

が考えたときに、廃止措置の認可申請が出され、当省でまた審査をして、大丈夫となれば、

認可をして終了確認をするというような流れになっているということを記載してございま

す。 

 ９ページからは、今、口頭で御説明したようなことが法律に書かれていますということ

で、ずらずらっと文言を列記したものでございます。 

 10 ページが「経済産業大臣の処分に係る審査基準」ということで、現在、原子力安全委

員会で策定しております審査指針を大臣訓令等によりまして審査基準化しているもので、

廃棄物関連でこういったものがありますというのを紹介したものが 10 ページでございま

す。 

 「放射性廃棄物埋設の安全審査の基本的考え方」というところは取消線がついてござい

ますけれども、新しい指針が昨年８月に策定されたということで、それまで用いていたも

のは廃止されたということから、見え消し線で示してございます。  

 11 ページ目、12 ページ目が、施設確認、埋設確認といった一連の審査で使う基準類の記

載がございます。今回は施設に係る検討ということですので、特に 11 ページで御説明した

いと思いますが、施設確認、今であれば、例えば、雤水の浸入だとか、埋戻し後の空隙が

残らない、埋め戻したところに変な空隙があると、地面がぽこっと凹んでしまったり、そ

ういったこともあり得るということで、こういった基準があります。また、必要に応じて、

一番下の七号のところで「廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、申請書等に記

載した構造及び設備を有すること。」ということで、こういったところも十分検討してい

くということでございます。 
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 12 ページ、埋設の確認のところは、一連の審査の流れということで、こういう基準がご

ざいますということで示したものでございますが、今回は施設の確認の方を重点的に検討

していただくということですので、ここは割愛させていただきたいと思います。  

 13 ページに「埋設施設の廃止措置に関する基準」の記載がございます。ここでは、どう

いった認可基準があるとか、施設確認の基準がどうなっているということを記載したもの

でございます。 

 14 ページから「余裕深度処分に関するこれまでの検討経緯」ということで、先ほど根井

からも説明ございましたが、余裕深度処分の技術ＷＧというのは平成 19 年の４月に立ち上

げられております。第１回、第２回を検討したところで、高レベルについての検討が入っ

てきまして、同じ 19 年７月に埋設処分技術ＷＧと名前を変えて、５回まで検討されており

ます。３回が抜けておりますのは、今回、余裕深度処分について御説明ということで、第

３回についてだけは高レベルの検討を行っていたものですから、あえて３回は除いた形で

記載してございます。検討が終わりまして、20 年の１月 18 日に報告書の案が了承されて

発行されているということでございます。 

 この報告書の中にも宿題事項が残っていましたということで、どういう検討があり、ど

ういう反映がなされ、どういう宿題があったかというのを簡単にとりまとめたものが、ペ

ージをめくっていただきまして、15 ページ、16 ページでございます。検討項目は、１番の

埋設深度から８番の記録の保存等までございます。検討結果が中ほどにあり、右端には反

映ということがございます。 

 例えば、１番の埋設深度でありますれば、第二種埋設規則の第１条の２に反映がありま

す。これは、余裕深度処分につきましては、50m 以深に埋設ということがこの条文に記載

されまして、こういった反映がされてきているというものであります。今回検討いただき

たいと思っておりますところのうち、７番、８番、モニタリングに当たっての配慮、記録

の保存等につきましては、報告書の中では今後も検討が必要ということで、今回、検討項

目に加えさせてもらっておるものであります。 

 施設確認につきましても、２番の項目でございますけれども、許可された範囲内におさ

まっているかというのをきちんと見ていくということで、どういう見方をするのかという

のが今回検討いただくことになってくると思いますが、こういった内容を今回検討してい

ただくということで、一連の規制の流れということで御紹介させていただきました。  

 以上です。 

○長﨑主査 ありがとうございます。 

 ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。  

 日置委員。 

○日置委員 スライドの６で、埋戻し後の管理の下の方に、施設完成から、あとは 300～ 4

00 年という期間が書かれているんですが、施設完成までは約何年ぐらいの感じなのかとい

うのと、300～ 400 年の間も、廃止措置の計画の認可は大体どのぐらいのところになると考
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えておられるのか教えてください。 

○電事連（仲神様） この施設の完成、廃棄体の定置、この期間だと思いますが、設計の

考え方としまして、軽水型の原子力発電所の運転期間を 60 年としておりまして、現在運転

しております発電所から運転解体で出てきます廃棄物を想定しておりますので、最近運転

開始したプラントも含めておりますので、60 年プラスそれを埋め戻して仕上げるまでとい

うことで、70 年ぐらいを考えております。 

○日置委員 もう一つ。 

○電事連（京谷様） あと、管理期間の話ですが、最新の指針ですと、４つのシナリオ区

分が、成立が見通しされた段階というふうに考えますと、我々、１つ、大きい点としまし

ては、ボーリングのコア完成シナリオが管理期間を支配する要因かなと考えてございます。

今、我々がやっている試算ですと、最低 100 年程度は管理期間としては必要かと思ってご

ざいます。 

○長﨑主査 よろしいですか。 

○日置委員 ありがとうございます。 

○長﨑主査 それでは、どうもありがとうございました。 

 続きまして、資料４「『第二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査の基本的考え方』の

概要」につきまして、原子力安全委員会の第二種廃棄物埋設検討小委員会の主査でもあり

ました日本原子力研究開発機構の研究主席であります梅木様より御説明をお願いいたしま

す。 

○ＪＡＥＡ（梅木様） ただいま御紹介いただきました梅木と申します。 

 資料４に沿って御説明申し上げたいと思います。資料４は、ごらんのとおり、原子力安

全基盤機構の川上さん、同小委員会のメンバーでもありますが、御協力をいただいて作成

したものです。 

 めくっていただきますと、まず「検討の経緯」を示してございます。２ページ目です。

「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方」、昭和 63 年、その後、一部改定が適

時行われておりますけれども、これは先ほど御説明にありましたように、表の中から削除

されたものですけれども、その適用対象として余裕深度処分を新たに追加するということ

であります。それと同時に、最新の科学技術的知見を踏まえて見直して、昨年８月に「第

二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査の基本的考え方」ということで、原子力安全委員

会で決定されたものであります。 

 ３ページ目に行きまして、余裕深度処分を対象とするために、この指針に関わる審議が

行われておりますけれども、余裕深度処分に対しては、平成 10 年から審議が開始されてお

ります。平成 12 年には、政令濃度上限値について余裕深度処分を対象とした基本的考え方

が定められておりますし、平成 16 年には、さまざまな放射性廃棄物の処分の安全規制にお

ける共通的な事項として、リスク論的な考え方に基づく安全評価といったこと等が議論さ

れております。平成 19 年には、低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分ということで、余裕
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深度処分を含めた濃度上限値が決められております。それから、平成 19 年、こうしたこと

を受けまして、低レベル放射性廃棄物埋設ということで、安全規制の基本的考え方。これ

は、先ほど申しました平成 16 年の共通的な重要事項で指摘されたものも含めて、主にリス

ク論的考え方に基づくシナリオ区分と、その「めやす」の考え方の基本が示されたもので

あります。それから、平成 22 年には、この中間報告を受けまして、安全評価に関する考え

方ということで、具体的にそうしたシナリオをどのように考えるか、評価をどのように行

うかということが詳細にとりまとめられております。更に、これを受けまして、最終的に

安全審査の基本的考え方が昨年８月に決定されたというような経緯であります。  

 次のページに行っていただきまして、８月に決定されました「『第二種廃棄物埋設の事

業に関する安全審査の基本的考え方』の概要」を、その構成に沿って簡単に御紹介いたし

たいと思います。 

 まず、第Ⅰ章ですけれども、適用対象に余裕深度処分が加えられ、従来のピット処分、

トレンチ処分とともに、この審査指針の中に含められたということであります。  

 用語については、余裕深度処分について、特に余裕深度処分の段階管理というのをどう

いうふうに考えるか。これは埋戻しまでの段階と、埋戻し後の段階について、十分な注意

を払うということで、こうしたものの考え方が含まれております。  

 Ⅲ章は基本的立地条件ということで、従来も含めまして、自然環境、あるいは社会環境

で、安全評価上支障のないように、安全防止上支障のないように、そのサイトを選ぶとい

うことが書いてあります。この立地条件については、例えば、地震でありますとか、火山

でありますとか、社会的要因としては、近隣に人工的な障害となるようなものがないとい

ったことが列挙されております。 

 第Ⅳ章には、基本的な安全対策ということで、廃棄物埋設地の設計。ここで廃棄物埋設

地というものの定義として、廃棄物の処分を行う地域のことであります。その地域の中に

人工バリアを設置する場合は、その人工バリアを含めたものを廃棄物埋設地と定義されて

おります。 

 その廃棄物埋設地の設計に当たっては、放射性核種の閉じ込め、移行抑制、離隔といっ

たものを考慮するということで、余裕深度処分を考えまして、新たに離隔というものが導

入されております。この離隔は、先ほども御紹介がありましたけれども、通常考えられる

ような人間活動を避けるとともに、非常に長期間にわたる隆起、浸食といった自然現象に

対しても十分な人間環境からの離隔を考えるという意味で、この機能を新たに追加したも

のであります。 

 同時に、非放射性の有害物質そのものの影響については、この基本的考え方で評価を要

求するものではありませんけれども、必要に応じて別途考慮されるということが注意書き

として示されております。 

 それから、４－２は、通常の放射線の管理の在り方について書いてあります。  

 ４－３は、特に余裕深度処分が加えられたということで、地震に対する設計上の考慮で
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ありますとか、湧水に対する考慮、地下深部、尐し深いところに埋めるということで、こ

ういったものの安全対策への留意点が特に示されております。  

 ５ページ目に行っていただきまして、Ⅴ章は、管理期間内に係る安全評価ということで、

これは通常の施設と同様、平常時評価と事故時評価という形で記載されております。  

 それから、処分の施設ということで、特に重要なのは、管理期間の終了をどういうふう

に考えるかということでありますが、第Ⅵ章にそれが書かれております。廃棄物埋設施設

の安全性というのは、長期的には管理に依存したものであってはならないということから、

有意な期間に管理が終了し得る必要があります。余裕深度処分、ピット処分については、

目安として 300～ 400 年ということが示されております。トレンチ処分については、埋設段

階及びその後の 50 年程度ということで、これはそれぞれの処分の対象とします廃棄物の放

射性物質濃度といったものに依存して決められるということであります。  

 安全審査では、各シナリオの評価結果がそれぞれに対する「めやす」を満足することを

示すことをもって、管理を必要としない段階へ移行できることについて、科学的根拠があ

ると判断するという記述がありまして、そうしたシナリオの評価と「めやす」との比較に

よりまして、管理を必要としない段階への判断をするということがここに明記されており

ます。シナリオについては後ほど御説明いたします。 

 実際の管理期間の終了は、人工バリアの機能に応じて、管理期間終了までに得られた廃

棄物埋設地に係る情報を含む新しい科学技術的知見を反映した評価結果に基づき判断され

るということで、管理期間終了までに、できる限り新たな情報を含め、それをもって評価

を行うということを求めております。 

 最終的に廃棄物埋設地に関する記録等は、国または国が指定する機関に引き渡すことが

できるようにしておくことを更に求めているということであります。 

 ６ページ目に行きますと、管理期間終了以後に係る安全評価ということで、先ほどの管

理期間を終了してよいと判断されるためのシナリオと、その評価について書かれておりま

す。処分方法に応じて４区分のシナリオを評価して、それぞれのシナリオに対する「めや

す」を満足することをもって管理期間の終了を判断することになっています。  

 ここでシナリオとしては、基本シナリオ、変動シナリオ、稀頻度事象シナリオ、人為事

象シナリオという４つの区分でありまして、それぞれに対応して、10μSv／年以下、300

μSv／年、10mSv／年～100mSv／年以下、それから、人為事象シナリオについても、１～ 1

0mSv／年以下、10～100mSv／年以下という、種々の条件に応じた線量のレベルを「めやす」

として与えるということであります。 

 ７ページに行きまして、先ほどのシナリオの意味ですけれども、これがⅦ章に書いてあ

ります。まず、基本シナリオ、変動シナリオ、稀頻度事象シナリオというのは、基本的に

自然過程に関わるシナリオを対象としたものであります。  

 基本シナリオというのは、科学的に確からしいシナリオ想定に基づく評価ということで、

埋設した放射性固体廃棄物に起因して発生すると想定される放射性物質の生活環境に及ぼ
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す影響が、無視できるほど軽微であることの科学的蓋然性を示すということが、このシナ

リオの目的であります。 

 それから、変動シナリオは、基本シナリオに対する種々の変動要因を考慮して想定して

も、放射性物質の生活環境に及ぼす影響が限定的であることを示すことを目的としていま

す。 

 稀頻度事象シナリオは、変動シナリオにおいてもなお想定しがたいほどの稀頻度の事象

をあえて想定する。そうした場合でも、生活環境への影響が放射線防護上の特別な措置を

必ずしも必要する状況に至らないということを示す。こういうふうに、多段の仕組みでも

って長期の安全性を評価することにしております。 

 ８ページに、人為事象シナリオについて書いてあります。人為事象シナリオを考える上

では、非常に遠い将来の人間の生活環境、あるいは人間の行動パターンを予測することは

科学的には極めて難しいということでありますので、まず、そうした将来の人為事象の発

生の可能性をできるだけ減ずる対策を講じた上で、その発生可能性を否定しがたいものに

ついて、人間の行為を様式化して、これを評価するということであります。その様式化に

当たっては、現在、処分地近傍で認められる人間の生活様式等々、あるいは我が国で一般

的に認められる現在の生活様式といったものを勘案して決定するということを示しており

ます。 

 それから、具体的な活動でありますけれども、処分施設の設計におけます、処分する対

象となる廃棄物の放射能濃度でありますとか、処分の区画単位の放射能量、あるいは人工

バリアによる放射性物質の移行抑制に関わる廃棄物埋設地の設計の妥当性、生活環境から

の離隔の妥当性といった安全上重要な目的を明確にした上で、ボーリングを掘削するシナ

リオでありますとか、トンネルを掘削するシナリオ、あるいは大開発土地利用といったも

のを考慮するということを求めております。 

 ９ページに、今、申し上げましたさまざまなシナリオを、閉鎖後の時間段階に応じて、

どのように処分方法に応じて評価するかということを鳥瞰して示しております。時間段階

というのは、閉鎖後の過渡的な期間、それから、多重バリア機能に期待する期間、主に天

然バリアに期待する期間、それから、埋設地が地表付近に近接することが想定される期間

というふうに、大きく４つの期間でこれを考えるということを提示しておりまして、これ

に対して、余裕深度処分では、基本・変動シナリオともすべて考慮する。基本シナリオの

中には、地下水とガス移行について、地表に近接した場合も含め、さらに土地利用シナリ

オも考慮するということであります。それから、ピット処分についても同様の評価を求め

ております。それから、トレンチ処分については、人工バリアを一般的には設置しません

ので、過渡的な期間と多重バリア機能に期待する期間というのは評価しなくてもよいとい

うふうに、方針が示されております。 

 それから、稀頻度事象・人為事象シナリオにつきましても、先ほど申しましたように、

トレンチ処分については、人工バリアがないといったことでありますとか、特に人為事象
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シナリオの下の３つ、近接トンネル掘削シナリオでありますとか、貫通トンネル掘削シナ

リオ、大開発土地利用シナリオといったものについては、余裕深度処分の離隔という新た

に注目すべき機能について評価するということでありますので、ピット処分、トレンチ処

分については、こうした評価を求めていないということで、それぞれの処分方法に応じて、

先ほど申しました４区分のシナリオを、時間的な展開も含め、適切に評価するということ

が全体的に求められているということであります。 

 10 ページに行きまして、Ⅶ章には、管理期間終了以後に係る安全評価の続きですけれど

も、そうしたシナリオを基に評価するわけですが、まず、評価期間につきましては、埋設

した放射性固体廃棄物に起因して発生すると想定される放射性物質の生活環境に及ぼす影

響を、シナリオごとに、周辺住民、あるいは特定の接近者個人が受ける線量として評価し

た値の最大値が出現するまでの期間を評価期間に含むことを指摘しております。  

 それから、将来の状態設定ですけれども、地質環境に係る長期変動事象について、従来

の過去の変動等を参考にしつつ設定するといったこととか、将来に関する生活環境は、先

ほど申しましたような様式化を基本としまして、埋設地周辺の生活環境で最大の被ばくを

受けると合理的に想定される個人を評価対象とするといったことが示されております。  

 それから、11 ページに行きまして、Ⅷ章には品質保証について書いてあります。これは、

安全評価等の結果が管理期間の終了において極めて重要な意味を持つということで、まず、

設計及び建設・施工から管理期間終了に至るまでの各作業を的確に遂行するために必要な

品質保証活動を行うとともに、それを実施するための体制の構築に関する方針が適切に示

されていることが求められております。 

 この中で特に、建設・施工時の各段階を通じて各種モニタリングを行いまして、管理期

間終了以後の地質環境及び廃棄物埋設施設の状態設定と、これに基づく管理期間終了以後

に係る安全評価の前提条件や入力情報の妥当性を確認することができるようにしておくこ

とが重要な項目として指摘されております。 

 そうしたバックデータを基に、安全評価上のモデル及びパラメータに係る妥当性が示さ

れて、その品質が保証されることを求めております。 

 12 ページに行きまして、管理期間終了までには、先ほど申しましたように、管理期間終

了以後に係る安全評価を繰り返し新たな情報等を含めて更新して、最終的にそれが確認さ

れた段階で管理を解くということになるわけですけれども、こうした新たに取り込んでい

く科学技術的知見の中には、廃棄体に関するデータの更新、それから、管理期間終了まで

に蓄積される人工バリア、天然バリアの状態に関するデータ、これは実際に建設、それか

ら、操業が行われる際に地下を掘削しますので、そういった情報を許認可の際のデータに

加えて安全評価を更新するという意味であります。それから、各種モニタリングにより得

られる地下水の流動や水質等を含む地質環境及び廃棄物埋設地の状態に関するデータとい

ったもの。ただ、こうしたモニタリングには、その目的に応じて適切な設備・機器を使用

することが特に重要ということも、この中で示されております。  
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 新しく得られました科学技術的知見も、きちんと記録、保管して、管理期間終了以後に

係る安全評価の更新における前提条件及び入力情報の妥当性の確認等に使用するというこ

とで、以上が昨年決定されました「第二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査の基本的考

え方」、余裕深度処分を含めた新しい指針の概要であります。 

 以上です。 

○長﨑主査 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたら、お願いいたします。  

 宮脇委員。 

○宮脇委員 明星大学の宮脇でございます。 

 今回のＷＧの対象となるかどうか、ちょっとよくわからないんですが、今、御説明あっ

た中の４ページ辺りに非放射性の有害物質についての記述がございまして、昨年ですか、

一昨年ですか、検討段階では別途考慮されなければならないという記述になっておるんで

すけれども、これはこのＷＧのレベルで別途、今後検討するということなのか、それとも、

もう全然違う部署もしくは原子力安全・保安院とか、そういう立場で検討すると考慮すべ

きなのか、この別途の、どこでやるのかということを、もし何となく想定があるのでした

ら教えていただきたいと思います。 

○ＪＡＥＡ（梅木様） 尐なくとも、こうした化学物質が同時に埋設される可能性があり

ますので、それについて考慮しなければならないということだけ、この指針では示してお

りまして、それをどういう形で評価するかは、この小委員会の範囲ではありません。です

から、ここにありますように、国または国が指定する機関で別途考慮されたものでもって

評価すると、そういう仕組みになっていまして、この中ではそれを対象としております。  

○長﨑主査 お願いします。 

○桜井統括 保安院から補足させていただきます。この後の資料でまた論点整理のペーパ

ーを説明いたしますけれども、とりあえずは今、有害物質関係につきましては掲載はして

おりませんが、今後、議論の過程の中で必要であるということになれば、その時点でまた

議題の追加もあり得ると考えております。 

○ＪＡＥＡ（梅木様） 済みません。今、ＷＧとおっしゃったのは、このＷＧという意味

ですか。 

○宮脇委員 はい。 

○ＪＡＥＡ（梅木様） 私の説明は、この審査指針をつくった小委員会の範囲ではないと、

そういうことでございます。 

○長﨑主査 ありがとうございます。 

 そのほか、何か御質問とかございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ど

うもありがとうございました。 

 事務局の方から何かございますか。 

○桜井統括 ただいまの「第二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査の基本的考え方」に
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ついてですが、特段の御異論はなかったと思われますので、当方といたしましては、この

基本的考え方、いわゆる新指針ですけれども、審査基準として大臣訓令に採択することを

考えておりまして、必要な手続に入りたいと考えております。  

 なお、新指針を補完するということで、今後、本ＷＧの中で、この後、説明いたします

けれども、幾つかの論点について検討していただければと思っております。  

 以上です。 

○長﨑主査 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、資料５「今後検討していただく項目について」、事務局よ

り御説明をお願いいたします。 

○桜井統括 では、資料５について説明をさせていただきます。「今後検討していただく

項目について」ということでございます。 

 ２ページ目でございますが、「ご議論いただく当面の課題について」というところであ

ります。さまざまな課題の中から、今後の事業許可申請の安全審査に当たりまして、規制

行政庁としてあらかじめ明確にすべき事項を抽出したものであります。１つが、20 年１月

の余裕深度処分に関する報告書の中で、今後検討を要するとされた事項、宿題とされてい

る事項があります。そういったものとか、あと、新指針の制定に伴って新たに検討すべき

事項、こういうものにつきまして、矢印のところにありますが、３つほど挙げております。

１つ目の記録保存のあり方、２つ目のモニタリング等のあり方。「等」につきましては、

サーベイランスということであります。それと、施設確認のあり方ということで挙げてご

ざいます。 

 ただ、御議論の中で、新たな課題が挙がってくる可能性がありますので、その場合は追

加することもあり得るということであります。 

 ３ページ目でございますが、「記録保存のあり方について」というところであります。2

0 年の報告書の中でありますけれども、２行目の「事業廃止後についても、処分に関する

記録の保存を行うべき」という記載があります。また、国は、事業許可申請書であるとか、

施設確認の各種申請書、そういったものを有しておりますものですから、その有効な長期

保管の方法等について考えていくことが必要であるという記載があります。  

 また、マーカーにつきましては、マーカーの意義とか、有効性、技術的な可能性、こう

いったものにつきましての検討を行うことが重要だというような記載がございます。  

 新指針の方におきましては、廃棄物埋設地に関する記録というものにつきまして、公衆

が埋設地に係る情報を容易に入手できる状況で記録を保存するというような要求がされて

おります。 

 矢印のところですけれども、記録の長期保管の有効な方法であるとか、埋設地の認知性

についての検討を要するということであります。 

 ４ページのところに論点がありまして、１つは、記録保存の目的の明確化であります。

記録保存の目的につきましては、処分場の認知可能性の確保に限られるものなのかどうか。
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それとも、長期的な安全確保を含むと考えるべきなのかどうかということが１つ目であり

ます。 

 ２つ目としましては、保存すべき項目の充足性ということで、法令に基づく申請書等に

つきまして、廃止措置の終了確認まで保存を義務づけているという記録項目を永久管理す

ることで、記録保存の目的を達成することができるのかどうかということであります。  

 ３つ目ですが、記録保存のための制度整備ということで、処分場の認知可能性を確保す

る手段につきましては、保安院に対して、法令に基づいて提出される資料、事業許可申請

書等がありますけれども、これは保安院で最大 30 年保管した後に、国立公文書館で永久保

存というものが唯一の方途とされております。認知可能性を確保する手段としては、これ

で十分なのかどうかということがございます。 

 ４つ目ですが、位置標識（マーカー）の安全規制上の取扱いということで、これは IAEA

などでも、制度論的・技術論的な議論が並行して行われておりますけれども、現時点では

確定的な方針を定めないで、今後の検討の進展に併せて措置するという考えでよいのかど

うか。マーカーにつきましては、廃止措置が行われる 300 年、400 年後の話になろうかと

いうこともありまして、海外でのそういった議論を踏まえて検討していったらどうかとい

う考え方であります。 

 なお、事業者が地表下の耐久性のある位置標識ということで、地表と廃棄体埋設地の間

に容易に掘削できないような耐久性のあるマーカーを施設する場合は、事業許可申請書の

方に盛り込んでいくことになりますので、その場合はあらかじめＷＧでそのあり方の検討

が必要となるということであります。 

 次に、５ページ目の「モニタリング等のあり方について」でありますが、20 年の報告書

の中で、地上施設、それと埋戻しまでの地下施設、こういったものに対する放射線モニタ

リングということにつきましては、現在、浅地中処分に関する埋設規則というものがあり

まして、この規則が適用できるのではないかという記載がございます。 

 それと、定期的な安全評価ということで、事業者が自主的に行うモニタリングについて

の記載もありますけれども、これにつきましては、規制機関としての役割については明確

に記述されていないということでございまして、事業者が定期的に自主的に行うモニタリ

ングを、保存はするんですけれども、その都度、規制機関としての評価はどうするのかと

いうことの役割については明確にされていないということでございます。  

 新指針の中におきましては、段階管理の中でも、巡視とか点検、漏出、こういったもの

の監視を行うことが求められております。 

 それと、モニタリング等に関しましては、各種モニタリング、これは環境とか、地下水

とか、地質モニタリング、などがありますが、こういうモニタリングを行って、管理期間

終了以後に係る安全評価の前提条件とか、入力情報の妥当性を確認できるようにという意

味で求められております。 

 また、埋戻し後につきましては、これは直接モニタリングは困難というケースがありま
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すので、例えば、埋め戻した後ですと、そこにセンサーを置いて、ケーブルを敷いてデー

タを取るということをしますと、水みちができたりして、放射性物質が漏出するというよ

うな懸念もあります。このようにモニタリングが困難な場合がありますから、例えば、類

似環境下での原位置試験とか、室内試験等による代替方法というものが提案されているも

のであります。 

 矢印のところですけれども、モニタリング等に対する規制機関の役割が明確になってい

ないということから、事業許可の段階でどのように位置づけていくべきかという検討が必

要であるということであります。 

 ６ページ目の論点のところですが、モニタリングに対する規制機関の役割の明確化とい

うことで、１つは、事業許可段階で必要な項目。これは、掘削する前、穴を掘る前のベー

スラインモニタリングを含みますけれども、そういうような必要な項目。それと、建設・

操業段階での項目。更には、埋戻し後の管理の段階の項目。それと、事業廃止に当たって

必要な項目ということで、事業廃止までにいろんなモニタリングデータが取られているわ

けですが、そういったモニタリングデータの活用の考え方が必要。あと、原位置試験とい

うことで、こういったものの明確化が必要だということであります。 

 この辺につきましては、IAEA の DS357「放射性廃棄物処分施設のモニタリングとサーベ

イランス」（安全指針）でも現在審議がされておりますので、そこら辺の状況も踏まえて

検討していったらどうかということでございます。 

 ７ページ目でありますが、「施設確認のあり方について」であります。20 年の報告書の

中では、国は、施設確認を行う際、１行飛びますけれども、埋設施設の位置であるとか、

構造、設備、これらが基本設計ないし基本的設計方針どおりであり、必要な性能を満足し

ているかを確認するというようなことの記載でございます。  

 その判断に当たりましては、廃棄物埋設施設の安全性が許可された範囲内におさまって

いるかということを確認することが妥当である旨の記載がございます。  

 一方で、新指針の方につきましては、施設確認については具体的な記述はありませんけ

れども、人工バリアが設計どおりに建設・施工されていること等を確認するということが

記載されておりまして、仮に人工バリアに異常が認められた場合には、その補修等所要の

措置を講じることが求められております。 

 矢印のところですが、施設確認というのは、事業許可後の後段規制ということになりま

すけれども、確認可能な項目、頻度、測定精度等、こういったものを検討して、安全審査

との連携を高めることが必要ではないかと考えております。 

 ８ページ目の論点のところですが、一つ目が施設確認の対象でありまして、地上施設、

あるいは地下施設など、どの施設のどの部分を施設確認の対象とすべきかどうか、そのと

きの技術基準をどういうふうに置くべきかということであります。  

 ２つ目としまして、具体的な確認方法としまして、地下施設につきましては、ベントナ

イトの透水係数であるとか、モルタルの拡散係数、こういったものの確認項目も含まれる
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わけでありますけれども、現場で直接測定・分析することが困難な場合が想定されます。

要するに、現場でベントナイトを取って、後日透水係数の測定結果を出すということでは

なくて、その現場で直接測定するというような実施可能な施設確認をあらかじめ検討して

おく必要があるということであります。 

 ３つ目としましては、施設確認の判断基準ということで、埋設施設の安全性が許可され

た範囲内におさまっているかというものを、どのような判断基準に落とし込んでいくかと

いうことでありまして、施設確認につきましては、後段規制ということで、実際に物がで

き始めて、順次施設確認を行っていくわけですけれども、事業許可申請書の段階で施設確

認を行うデータなりスペックというものをある程度盛り込んでおかないと、実際の施設確

認ができないということもありますので、どういうような基準が必要なのかどうかという

ことであります。 

 一応、当面の課題ということで、３点ほど御説明させていただいております。  

 説明は以上です。 

○長﨑主査 ありがとうございます。 

 ただいまの御説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。  

 杉浦委員。 

○杉浦委員 ３点ぐらいあるんですけれども、一番初めは、記録保存の在り方というとこ

ろで、先ほど日置委員から管理期間について御質問があったときに、電事連からの回答で、

シナリオの中でボーリングシナリオが一番効いてくるということですので、基本シナリオ

の 10μSv／年よりも先にそっちが効いてくるということは、人が掘り返してしまうという

ことが非常に効いてくるんだということになると思いますので、このマーカーのあり方で

あるとか、認知可能性というところは非常に大事なんではないかと思います。ここは質問

ではなくてコメントです。 

 それから、モニタリングのところで、私は放射線にすぐ頭が行ってしまいますけれども、

先ほど来、５ページのところで、各種モニタリングということで、廃棄体の健全性とか、

施設の状態がということがあれなんでしょうけれども、放射線モニタリングについては、

一番上に書いてあるように、余りここでは議論にならないと考えてよいのか。先ほど、１

つの坑道が閉まってしまったら管理区域を外してしまうみたいなこともあったので、そう

いったところはどうなのかなというのが、私の関心事項としては気になっているところで

す。 

 それから、３点目は、６ページの一番下のところで、IAEA の DS357「放射性廃棄物処分

施設のモニタリングとサーベイランス」（安全指針）の審議状況も踏まえつつということ

ですが、DS（Draft Standard）ということはまだ完成していなくて、その審議状況が２割

なのか、８割なのか、もう大体見えているのかというか、そういうところも情報として教

えていただければと思います。 

 以上３点でした。 
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○桜井統括 ありがとうございます。 

 １点目につきましては、コメントということで、大変ありがたいコメントありがとうご

ざいます。 

 それと、２点目、放射線モニタリングについてはどうなのかということですけれども、

これにつきましては、５ページ目のところで、現在、浅地処分の埋設規則ということで、

同等の規定が適用できるということで報告書の中で書いてあって、規則改正がされた後で、

余裕深度処分に係る規則も一応、適用はされておりますが、実際のモニタリングの議論の

ときには、もう一度そこら辺を整理させていただいた上で御提示させていただくことにし

ますので、そのときにまた議論があろうかと思います。 

 それと、最後のモニタリングの DS357「放射性廃棄物処分施設のモニタリングとサーベ

イランス」（安全指針）でありますが、確かにまだ DS（Draft Standard）ということで審

議途中ではありますけれども（ 事 務 局 注 ）今後、加盟国コメントにかけて各国のコメントを集

約する段階）、規制機関の役割とか、そこら辺は、現在の審議の最新情報を基にして、今

後、情報を提示させていただくというふうに考えております。 

 以上です。 

○長﨑主査 よろしいでしょうか。 

○杉浦委員 はい。 

○長﨑主査 どうもありがとうございます。 

 そのほか、何か御質問等ございますでしょうか。 

 長屋委員。 

○長屋委員 長屋でございます。 

 論点として、事務局の方で今日、お考えになっている程度なんだろうと私も思っている

んですが、これを法制面から見るとどうなるかということについて、この機会に私の問題

意識を簡単にお話しさせていただきたいと思います。 

 当面の段階の規制として考えるのは、要するに、事業許可と施設確認、埋設に関する確

認という２つの行為しかないわけでございまして、法律上の規制そのものでやるとしたら、

この２つのどちらかが担うしかないという理解を私としてはしております。  

 前者の事業許可につきましては、施設の位置、構造、設備、埋設の方法の設計ないし設

計方針と言えるものの安全性に係る事項が対象だと。 

 他方、施設確認の方は、これも条文の立て方が非常に簡単でございますが、一応、条文

上の位置づけやら性質論を見定めた上で、施設確認として担える範囲のことでないといけ

ないということだと考えております。 

 新指針を見ますと、安全評価の更新ということが予定されていて、その妥当性の確認と

いうことも、この施設確認でしか担えないのかななどということも考えられることかと、

法律的にはそんなことも、問題、関心が浮かんでくるところでございます。  

 他方、ちょっとお話戻るんですが、事業許可の方は、炉規制法のほかの分野の設置許可
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的なもので法律的に積み上げられている、多尐の積み重ねられている議論との整合性とい

うこともあろうかなと思いますので、これからそういうことも多尐頭の片隅に置いて御議

論いただければということを申し上げておきたいと思います。  

 以上です。 

○桜井統括 コメントありがとうございます。先ほどの炉規制法等の事業許可段階でのほ

かの規制との整合性なり、整理というか、そこら辺につきましては、今後、事務局で整理

させていただきたいと思います。 

○長屋委員 よろしくお願いします。 

○長﨑主査 ありがとうございます。 

 そのほか、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、どうもありが

とうございました。 

 それでは、本日の議題は以上でございます。全体を通しまして、御意見、御質問等ござ

いましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

 ございませんようでしたら、「その他」として、事務局からお願いいたします。 

○桜井統括 次回の開催についてですが、２月はスケジューリングが合わなかったという

ことで、次回は３月 25 日金曜日の 15 時～17 時 30 分を一応、予定をしております。よろ

しくお願いします。 

 あと、本当に事務的な話なんですが、旅費の書類が机の上に置いてあるかと思いますが、

そちらを記入していただいた上で、机の上に置いていただければと思います。  

 以上です。 

○長﨑主査 どうもありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして本日のＷＧを終了したいと思います。本日はどうもありが

とうございました。 


